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（第６号）

一 般 会 計 補 正 予 算





議案第２号 

 

令和２年度矢板市一般会計補正予算（第６号） 

 

 令和２年度矢板市の一般会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 286,000 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 17,827,700 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

   令和２年９月４日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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第２表　地方債補正

1　地方債の変更

利率 利率

（単位：千円）

限 度 額
起債の
方　法

限 度 額
起債の
方　法

償還の
方　法

償還の
方　法

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

道 路 整 備 事 業 259,500 288,700

29,500

学校教育施設等整備事業 96,900 132,800

河 川 整 備 事 業 7,500

臨 時 財 政 対 策 債 424,000 448,800
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（第１号）

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算





議案第３号 

 

令和２年度矢板市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和２年度矢板市の介護保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 123,946 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 3,264,046 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

   令和２年９月４日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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（第２号）

国民健康保険特別会計補正予算





議案第４号 

 

令和２年度矢板市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和２年度矢板市の国民健康保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8,443 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 3,805,843 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

   令和２年９月４日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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（第１号）

後期高齢者医療特別会計補正予算





議案第５号 

 

令和２年度矢板市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和２年度矢板市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8,424 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 403,824 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

   令和２年９月４日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    

 

- 17 -



- 18 -



- 19 -





（第１号）

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算





議案第６号 

 

令和２年度矢板市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和２年度矢板市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 

（業務の予定量） 

第２条 予算第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

             （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

 ⑷ 主要な建設改良事業  437,940 千円   △4,000 千円   433,940 千円 

   施設整備事業 事業費  

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

    支   出 

 第１款 水道事業費用   694,000 千円     4,300 千円   698,300 千円 

  第１項 営業費用    662,822 千円     4,300 千円    667,122 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

365,000 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 361,000 千円」

に、「当年度分損益勘定留保資金 322,209 千円」を「当年度分損益勘定留保資金

322,516 千円」に、「建設改良積立金 6,485 千円」を「建設改良積立金 2,178 千円」

に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   (補正予定額)    （計） 

    支   出 

 第１款 資本的支出    532,000 千円    △4,000 千円   528,000 千円 

  第１項 建設改良費   440,040 千円    △4,000 千円   436,040 千円 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費 

の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   (補正予定額)    （計） 

⑴  職員給与費      70,863 千円       420 千円    71,283 千円 
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令和２年９月４日提出 

矢板市長 齋 藤 淳一郎 

- 22 -



（第１号）

下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算





議案第７号 

 

令和２年度矢板市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和２年度矢板市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

    支   出 

 第１款 下水道事業費用  790,200 千円   △2,200 千円   788,000 千円 

  第１項 営業費用     725,871 千円   △2,200 千円    723,671 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

265,700 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 262,800 千円」

に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,034 千円」を「当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,740 千円」に、「当年度未処分利益剰

余金 155,226 千円」を「当年度未処分利益剰余金 152,620 千円」に改め、資本的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   (補正予定額)    （計） 

    支   出 

 第１款 資本的支出    524,000 千円    △2,900 千円   521,100 千円 

  第１項 建設改良費   270,970 千円    △2,900 千円   268,070 千円 

 

（特例的収入及び支出） 

第４条 予算第４条の２本文中「17,400 千円及び 49,296 千円」を「14,318 千円及び

48,014 千円」に改める。 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費 

の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   (補正予定額)    （計） 

⑴  職員給与費      65,173 千円    △4,920 千円    60,253 千円 
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（利益剰余金の処分） 

第６条 予算第９条の次に次の１条を加える。 

（利益剰余金の処分） 

第１０条 当年度未処分利益剰余金のうち 152,620 千円は、次のとおり処分するもの 

と定める。 

⑴  第４条資本的収入が資本的支出額に対して不足する額の補てんとして 

152,620 千円 

 

令和２年９月４日提出 

矢板市長 齋 藤 淳一郎 
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